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各　　位

神奈川県保健福祉部障害福祉課長
随意契約の拡大に伴う対象事業所登録名簿への登載申請について（通知）
本県の障害福祉の推進につきましては、日頃よりご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

さて、県では、障害者支援施設等との契約において神奈川県財務規則の改正等を行い、県が随意契約できる範囲を拡大しました。（別紙参考）

本改正の要点は次のとおりです。

○契約の対象業務は、清掃やクリーニング等の役務の提供。

○随意契約ができる契約予定額の上限を100万円から250万円まで拡大。

（100万円以下の契約はこれまでどおり、名簿の登載がなくても随意契約が可能。）

○契約の相手方は、「役務の提供に関する契約対象施設等名簿」（以下「名簿」という。）に登載された障害者支援施設、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、生活介護事業所、旧法授産・更生施設、地域活動支援センター及び障害者地域作業所（以下「障害者支援施設等」という。）とする。

つきましては、対象となる障害者支援施設等のうち、100万円を超え250万までの範囲で役務の提供業務について、県と随意契約を希望し、名簿登載を申請する事業所は、名簿登載申請書（様式１号）を電子メールまたはＦＡＸで下記のあて先までご提出ください。
なお、申請書様式については、障害福祉情報サービスかながわ（以下のＵＲＬ）に掲載いたしますので、ダウンロードの上ご活用下さい。
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/
「書式ライブラリ｣→｢神奈川県からのお知らせ｣
　提出期限　

初回の名簿作成については11月20日までに申請のあった分としますが、その後は、随時申請を受け付けます。ただし、名簿更新は、原則として半期に1度といたします。

提出先・問い合わせ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会参加推進班　佐々木
電話　045-210-1111　内線　4711
ＦＡＸ：045-201-2051

Email:sasaki.rcｐ＠pref.kanagawa.jp










